
平成２９年１２月１４日 

災害救助に関する実務検討会（最終報告） 

平成２８年１２月より、災害救助に関する実務検討会を開催し、5 回の実務
検討会、3回の作業グループを開催してきたところである。 

その間、平成２９年 6 月３０日に中間整理を公表し、１１月 9 日開催の第
３回災害救助に関する実務検討会において、現行の事務委任制度に加え、地域
の実情に応じた一つの選択肢として、包括道府県としっかりと連携できる指定都市
を新たな救助主体とするため、法改正することが適当とする内閣府見解を公表した
ところである（別添１）。 

また、その内閣府見解に対する疑問点を整理し、改めて、内閣府の考え方を示
したところであるが、第４回災害救助に関する実務検討会の議論を踏まえた内閣
府見解の補足をとりまとめた（別添２、別添３）。 

こうした資料をもとに、 
１．法改正の必要性に関する事項、 
２．指定基準を具体化する中で検討すべき事項、 
３．災害救助法の一般基準など、実務検討会以外の枠組みで検討すべき事項 
といった論点について議論してきた。 

内閣府見解に対しては、都道府県側からは、現行の委任制度で何ら問題は生
じておらず、指定都市を新しい救助主体とすることについては都道府県の広域調整
機能や資源配分機能が損なわれることから反対であるという意見が、指定都市側
からは賛成という意見が、それぞれ示されている。 
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１．法改正の必要性に関する事項 
 
法改正の必要性に関する事項については、都道府県側から「現行の委任制度

で対応可能であり、法改正の必要はない」といった意見があったところである。 
 
しかし、現行の委任制度の枠組みは、指定都市が自ら財源負担をしつつ、自ら

事務を行うことができず、また、特別基準について、直接、国と調整することはできな
い仕組みである。 

 
内閣府としては、現行の委任制度の枠組みに加えて、大規模・広域的災害に

備えて迅速かつ円滑な事務実施のため、地域の実情に応じた災害対応の一つの
選択肢として、包括道府県と連携体制が取れる指定都市について新たな救助主
体とするために、所要の法改正を行うことが適切であると考えている。 
 
２．指定基準を具体化する中で検討すべき事項 
 
内閣府案を検討する中で、都道府県側から一番の懸念として示されたことは、

「災害救助法における広域調整権の在り方」である。具体的には、仮設住宅など
資源配分機能に関するものであり、内閣総理大臣の指定により、新しい救助主体
となった指定都市が資源の先取りなどをするのではないか、といった点である。 

 
しかし、内閣府としては、食料や住宅などの資源の調達・配分計画を道府県が

策定し、指定都市はその計画のもとで救助を実施することとしており、権限移譲され
た指定都市が資源を先取りするような事態は生じないと考えている。 

 
また、こうした問題は指定基準を具体化する中で検討すべき事項であり、所要の

法改正後に、関係者による会議で検討することが適切な事項であると考えている。 
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３．災害救助法の一般基準など、実務検討会以外の枠組みで検討すべき事項 
 
 災害救助法の一般基準など、実務検討会以外の枠組みで検討すべき事項につ
いては、引き続き、検討していく。 
 
４．結論 
 
 内閣府としては、大規模・広域的災害に備えて迅速かつ円滑な事務実施のため、
現行の委任方式に加えて、包括道府県と連携体制が取れる指定都市を新しい救
助主体とし、併せて、都道府県からの様々な懸念に対応するため、都道府県の広
域調整権が適切に機能するように、法律で明記するとともに、指定基準を具体化
する中で適切な措置を講じることが適切であると考えている。 
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第
３
回

災
害

救
助
に
関

す
る
実

務
検

討
会

に
お
け
る
意
見
に
対
す
る
回
答

回
答

１
．
東

日
本

大
震

災
と
熊

本
地

震
の

状
況

　
平

成
2
6
年
「
地
方

分
権

改
革

に
関

す
る
提
案
募
集
」
で
の
議
論
、
平
成
2
7
年

１
月

3
0
日

の
閣
議

決
定

に
お
い
て
、
災

害
救
助
法
の
改
正
は
必
要
な
い
と
さ
れ

た
と
こ
ろ
、
そ
れ
以

降
の

法
改

正
を
検

討
す
る
環
境
の
変
化
は
生
じ
て
お
ら

ず
、
ま
た
平
成

2
9
年

６
月

の
「
中

間
整

理
」
以
降
の
状
況
が
不
透
明
で
あ
る
。

　
東
日
本
大
震
災

と
熊

本
地
震
の
状
況
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
宮
城
県
と
仙
台

市
、
熊
本
県
と
熊
本
市

に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
事
務
委
任
に
よ
っ
て
救
助
に
支

障
が
生
じ
た
か
ど
う
か

に
つ
い
て
は
、
県
と
市
双
方
の
主
張
が
あ
り
、
何
が
事

実
で
あ
っ
た
か
を
確
定

す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
認
識
の
齟

齬
や
そ
れ
に
基
づ
く
対
応
が
生
じ
た
こ
と
自
体
は
事
実
で

あ
り
、
大
規
模
災
害

発
生
時
に
数
多
く
の
事
務
処
理
を
迫
ら
れ
る
中
で
、
被
災

者
と
直
接
向
き
合
っ
て
事
務
を
執
行
す
る
政
令
指
定
都
市
と
、
財
源
を
負
担
し

責
任
を
有
す
る
都
道
府

県
と
の
間
で
は
、
今
後
も
容
易
に
起
こ
り
得
る
と
考
え

ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
現
行
の

「
事

務
委
任
」
に
加
え
て
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
取
り
得

る
選
択
肢
の
一
つ
と
し
て
、
大
規
模
災
害
時
の
被
災
者
の
万
全
を
期
す
た
め

に
、
財
政
負
担
を
含

め
て
事
務
処
理
能
力
が
あ
り
、
都
道
府
県
と
調
整
・
連
携

体
制
が
と
れ
る
政
令

指
定
都
市
に
つ
い
て
、
権
限
移
譲
す
る
こ
と
を
提
案
し
た

も
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
中
間
整
理
以

降
、
関
係
者
の
ご
意
見
を
伺
っ
た
上
で
、
内
閣
府
と
し
て

こ
の
案
を
提
案
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

２
．
東

日
本

大
震

災
と
熊

本
地

震
の

状
況

に
対

す
る
評
価

　
「
東

日
本

大
震

災
と
熊

本
地

震
の

状
況

に
対
す
る
評
価
」
の
中
で
、
新
た
な

制
度

構
築

を
提
案

し
て
い
る
が

、
被

災
者

に
向
き
合
っ
て
事
務
を
執
行
す
る
の

は
、
政

令
指

定
都

市
特

有
の

も
の

で
は

な
く
、
基
礎
自
治
体
で
あ
る
市
町
村
が

対
応

す
る
共

通
の

も
の

で
あ
る
た
め
、
政

令
指
定
都
市
に
限
り
権
限
移
譲
す
る

論
拠

に
乏

し
い
。

　
災
害
救
助
法
が
適
用

さ
れ
な
い
災
害
で
あ
れ
ば
、
救
助
の
事
務
は
基
本
的

に
市
町
村
の
事
務
で
あ
り
、
災
害
救
助
法
が
適
用
さ
れ
る
災
害
に
限
っ
て
国
や

県
が
財
源
負
担
を
伴

い
、
都
道
府
県
が
救
助
の
実
施
主
体
と
な
る
制
度
と
な
っ

て
い
る
。

　
事
務
の
性
格
か
ら
す
れ
ば
、
市
町
村
が
救
助
の
実
施
主
体
と
な
る
こ
と
は
否

定
で
き
な
い
が
、
大

規
模
災
害
に
対
応
す
べ
き
自
治
体
の
規
模
を
考
え
た
と
き

に
、
小
さ
な
市
町
村

で
は
財
政
面
等
の
要
因
に
よ
り
難
し
い
こ
と
か
ら
、
県
と
同

様
の
一
定
の
規
模

の
財
政
力
を
持
つ
政
令
指
定
都
市
に
限
定
し
て
権
限
移
譲

す
る
と
い
っ
た
ス
キ
ー
ム
を
提
示
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

疑
問

点

（別添２）
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第
３
回

災
害

救
助
に
関

す
る
実

務
検

討
会

に
お
け
る
意
見
に
対
す
る
回
答

３
．
現

行
の

委
任

方
式

の
限

界
と
見

直
し
の

方
向
性

　
「
現

行
の

委
任
方

式
の

限
界

」
と
記

載
さ
れ
て
い
る
が
、
災
害
時
の
迅
速
な
救

助
活

動
の

た
め
に
は

、
救

助
主

体
は

、
一

元
化
し
、
シ
ン
プ
ル
に
対
応
す
る
必

要
が

あ
り
、
現
行

制
度

で
対

応
で
き
る
た
め
、
現
行
制
度
を
堅
持
し
て
い
く
べ
き

も
の

で
は

な
い
か

。

　
今
回
の
見
直
し
は

、
地
域
の
実
情
に
お
い
て
取
り
得
る
選
択
肢
の
一
つ
と
し

て
、
財
政
力
等
が
あ
る
政
令
指
定
都
市
の
資
源
を
、
都
道
府
県
の
広
域
調
整

権
の
も
と
に
、
有
効

に
活
用
す
る
シ
ス
テ
ム
と
し
て
提
案
し
た
も
の
で
あ
り
、
災

害
救
助
法
の
事
務

の
主
体
は
分
か
れ
る
が
、
資
源
配
分
を
含
め
都
道
府
県
の

広
域
調
整
の
も
と
、
効

率
的
に
執
行
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
考
え
て
い
る
。

　
な
お
、
今
回
の
見

直
し
に
よ
っ
て
は
、
都
道
府
県
の
役
割
に
何
ら
変
更
が
加

え
ら
れ
る
も
の
で
は

な
く
、
災
害
対
応
に
お
け
る
指
揮
系
統
が
二
元
化
さ
れ
る

も
の

で
は
な
い
。

　
広

域
的

な
災

害
の

場
合

、
近

隣
の

市
町

村
と
の
均
衡
を
図
る
と
と
も
に
各
資

源
が

政
令

指
定

都
市

に
集

中
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
権
限
委
譲
し
た
政
令
指
定

都
市

と
の

調
整

を
図

ら
ね

ば
な
ら
ず
、
事

務
負
担
の
軽
減
に
な
ら
ず
、
救
助
の

妨
げ
に
な
る
可

能
性

も
あ
る
。

　
権
限
移
譲
が
行
わ
れ

た
政
令
指
定
都
市
と
他
の
市
町
村
と
の
公
平
均
衡
と

い
う
面
は
重
要
で
あ
る
が
、
大
規
模
災
害
時
に
は
人
命
を
守
る
こ
と
が
最
優
先

で
あ
り
、
真
に
必
要

か
つ
緊
急
性
が
高
い
地
域
に
つ
い
て
重
点
的
に
救
助
活

動
を
行
う
必
要
性
に
つ
い
て
は
否
定
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
そ
う
し
た
中
で
、
救
助

内
容
に
地
域
間
格
差
が
生
じ
な
い
よ
う
に
、
い
か
に
災

害
対
応
を
進
め
て
い
く
の
か
に
つ
い
て
は
、
ま
さ
に
都
道
府
県
の
資
源
配
分
機

能
に
求
め
ら
れ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
現
時
点
に
お
い
て
も
、
都
道
府
県
は
政
令
指
定
都
市
を
含
め
た
被
災
市
町

村
の
意
向
を
確
認
し
つ
つ
、
国
と
特
別
基
準
に
関
す
る
協
議
等
を
行
っ
て
お

り
、
今
回
の
権
限
移

譲
で
発
生
す
る
都
道
府
県
と
権
限
移
譲
さ
れ
た
政
令
指

定
都
市
と
の
間
の
調
整

事
務
が
、
追
加
で
新
た
な
負
担
と
し
て
生
じ
る
と
は
考

え
に
く
く
、
む
し
ろ
、
特
別
基
準
に
関
す
る
国
と
の
協
議
事
務
が
都
道
府
県
の
経

由
事
務
か
ら
な
く
な
る
こ
と
か
ら
、
事
務
負
担
は
軽
減
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
と
考
え

ら
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

災
害

時
は

、
国

に
お
い
て
も
、
権

限
を
一

元
的

に
行

使
し
て
い
る
わ

け
で

は
な
く
、
各

種
法

令
に
基

づ
き
各

省
庁

が
権

限
を
行

使
し
て
お
り
、
と
り
ま

と
め
官

庁
（
内

閣
官

房
、
内

閣
府

防
災

担
当

）
が

調
整

を
行

っ
て
い
る
こ
と

が
実

態
で
あ
る
。
同

様
に
、
都

道
府

県
レ
ベ
ル

に
お
い
て
も
、
警

察
や

市
町

村
等

が
そ
れ

ぞ
れ

対
応

し
て
お
り
、
都

道
府

県
の

防
災

部
局

な
ど
の

と
り
ま
と
め
部

署
が

調
整

を
行

っ
て
い
る
こ
と
が

実
態

で
あ
る
。
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第
３
回

災
害

救
助
に
関

す
る
実

務
検

討
会

に
お
け
る
意
見
に
対
す
る
回
答

４
．
具

体
的

な
権
限

移
譲

の
仕

組
み

（
１
）
指

定
制

度
（
仮
称

）
の

創
設

　
権

限
移

譲
さ
れ

た
政

令
指

定
都

市
と
事

業
執
行
及
び
国
と
の
特
別
基
準
内

容
に
つ
い
て
調

整
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
た
め
、
か
え
っ
て
調
整
は
困
難
に
な

る
お
そ
れ

が
あ
り
、
政

令
指

定
都

市
以

外
の
広
域
調
整
に
注
力
で
き
る
こ
と
に

は
な
ら
な
い
。

　
現
時
点
に
お
い
て
も
、
都
道
府
県
は
政
令
指
定
都
市
を
含
め
た
被
災
市
町

村
の
意
向
を
確
認

し
つ
つ
、
国
と
特
別
基
準
に
関
す
る
協
議
等
を
行
っ
て
お

り
、
権
限
移
譲
さ
れ

た
政
令
指
定
都
市
と
の
特
別
基
準
内
容
に
つ
い
て
の
調

整
は
新
た
な
負

担
と
は
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
ま
た
、
政
令
指
定
都

市
に
権
限
移
譲
す
る
こ
と
に
よ
り
、
特
別
基
準
に
関
す
る

協
議
等
の
事
務
負
担

や
当
該
政
令
指
定
都
市
へ
の
救
助
費
用
の
負
担
が
な
く

な
り
、
他
の
市
町
村
に
人
員
的
に
も
財
政
的
に
も
集
中
で
き
る
こ
と
か
ら
、
結
果

的
に
政
令
指
定
都

市
以
外
の
広
域
調
整
に
注
力
で
き
る
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

　
権

限
移

譲
を
希

望
す
る
政

令
指

定
都

市
に
限
定
し
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
説

明
が

な
く
、
そ
も
そ
も
希

望
の

有
無

及
び
基

準
の
適
合
で
政
令
指
定
都
市
を
災

害
救

助
法

の
救

助
主

体
と
す
べ

き
で
な
い
。

　
大
規
模
災
害
に
対
応

で
き
る
自
治
体
の
規
模
を
考
え
た
と
き
に
、
組
織
、
財

政
面
な
ど
の
観
点
か
ら
、
都
道
府
県
と
同
様
の
一
定
の
規
模
の
財
政
力
を
持

つ
政
令
指
定
都
市

に
限
定
し
て
移
譲
で
き
る
ス
キ
ー
ム
を
提
示
し
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。

　
し
か
し
、
都
道
府
県

と
政
令
指
定
都
市
の
社
会
的
・
経
済
的
位
置
関
係
も

様
々
で
あ
り
、
人
口

規
模
や
面
積
、
財
政
力
指
数
で
見
て
も
、
2
0
市
の
政
令
指

定
都
市
の
間
に
は

大
き
な
差
が
あ
る
の
が
実
態
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
、
地
域

の
実
情
に
お
い
て
取
り
得
る
選
択
肢
の
一
つ
と
し
て
、

都
道
府
県
の
広
域
調

整
権
の
も
と
に
、
し
っ
か
り
と
連
携
で
き
る
政
令
指
定
都

市
に
限
定
し
て
権

限
移
譲
で
き
る
シ
ス
テ
ム
と
し
て
提
案
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。

（
３
）
都

道
府

県
の
広

域
調

整
機

能
を
明

確
化

　
救

助
の

主
体
を
分

割
す
る
こ
と
に
よ
り
、
都
道
府
県
の
広
域
調
整
機
能
及
び

適
正

な
資

源
配
分

機
能

が
損

な
わ

れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

　
現
時
点
に
お
い
て
も
、
都
道
府
県
は
政
令
指
定
都
市
を
含
め
た
被
災
市
町

村
の
意
向
を
確
認
し
つ
つ
、
国
と
特
別
基
準
に
関
す
る
協
議
等
を
す
る
こ
と
に

よ
り
、
都
道
府
県
の

広
域
調
整
機
能
及
び
適
正
な
資
源
配
分
機
能
を
果
た
し

て
い
る
こ
と
が

実
態
で
あ
る
。

　
救
助
主
体
の
多
様
化

に
併
せ
て
、
今
回
の
提
案
で
は
、
災
害
救
助
法
の
改

正
に
よ
り
都
道
府
県
の

広
域
調
整
機
能
を
明
確
化
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
よ
り

一
層
の
広
域
調
整

の
実
施
を
期
待
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
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第
３
回

災
害

救
助
に
関

す
る
実

務
検

討
会

に
お
け
る
意
見
に
対
す
る
回
答

　
報

告
の

義
務

付
け
等

、
情

報
共

有
の

仕
組
み
の
み
で
道
府
県
の
広
域
調
整

権
が

担
保

さ
れ
る
と
は

考
え
ら
れ

ず
、
こ
れ

を
も
っ
て
道
府
県
の
広
域
調
整
機

能
が

現
実

に
機

能
す
る
の

は
難

し
い
。

　
報
告
・
情
報
共
有
の

仕
組
み
な
ど
、
都
道
府
県
と
政
令
指
定
都
市
の
調
整
・

連
携
体
制
の
詳
細

に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
な
る
内
閣
総
理
大
臣
の
指
定
基

準
に
つ
い
て
は
、
法
成

立
後
、
関
係
者
に
よ
る
会
議
を
経
て
策
定
す
る
こ
と
と
し

て
い
る
。

　
調
整
・
連
携
体
制
の

具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
、
都
道
府
県
と
政
令
指
定

都
市
を
含
め
た
市

町
村
で
平
時
に
協
議
の
場
を
持
ち
、
予
め
災
害
救
助
に
係

る
資
源
調
達
・
配
分

の
計
画
を
作
成
し
、
災
害
時
に
は
、
そ
の
調
整
の
た
め
の

協
議
の
場
を
用
い
、
情
報
共
有
・
調
整
を
行
っ
て
い
く
と
い
う
も
の
を
念
頭
と
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
参

考
資

料
の
「
権

限
移

譲
後

に
お
け
る
災
害
対
応
の
展
開
」
の
中
で
、
道
府

県
の

「
広

域
・
総

合
調

整
機

能
」
と
あ
る
が

、
権
限
委
譲
後
に
政
令
指
定
都
市

が
実

施
す
る
「
災

害
救

助
」
に
つ
い
て
、
道

府
県
の
「
広
域
・
総
合
調
整
機
能
」

が
優

先
さ
れ
る
の

か
が

不
明

確
で
あ
る
。

　
今
回
の
権
限
移
譲
は

、
都
道
府
県
と
政
令
指
定
都
市
が
し
っ
か
り
と
連
携
・

調
整
体
制
が
と
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
旨
は
内
閣
総
理
大

臣
の
指
定
基
準
に
も
明

示
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
都
道
府
県
が

食
糧
や
住
宅
な
ど
の
資
源
の
調
達
・
配
分
計
画
を
策
定

し
、
政
令
指
定
都
市

は
そ
の
計
画
の
も
と
で
救
助
を
実
施
す
る
仕
組
み
と
す
る

こ
と
と
し
て
い
る
。

　
そ
う
し
た
中
で
、
資
源

配
分
に
お
け
る
都
道
府
県
の
広
域
調
整
権
の
も
と
、
飲

食
料
供
給
、
仮
設
住
宅

の
整
備
な
ど
の
事
務
に
つ
い
て
、
権
限
移
譲
さ
れ
た

政
令
指
定
都
市
が

実
施
す
る
も
の
で
あ
る
。

５
．
救

助
基

準
の

見
直

し

　
今

回
の

資
料
に
は

「
救

助
基

準
の

見
直

し
」
に
つ
い
て
記
載
さ
れ
て
お
り
、
道

府
県

と
し
て
は

、
罹

災
証

明
書

発
行

業
務

等
の
対
象
範
囲
の
拡
大
や
、
救
助

の
期

間
及

び
基

準
額

の
見

直
し
と
い
っ
た
運
用
の
改
善
を
図
る
こ
と
が
重
要
で

あ
る
た
め
、
引
き
続

き
検

討
・
協

議
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
「
災
害
救
助
に
関
す
る
実
務
検
討
会
」
な
ど
を
通
じ
て
寄
せ
ら
れ
た
救
助
基
準

の
在
り
方
に
つ
い
て
の

問
題
提
起
に
対
し
て
は
、
法
改
正
後
も
、
引
き
続
き
関

係
者
と
意
見
交
換
を
し
、
議
論
を
深
め
、
必
要
が
あ
れ
ば
、
適
宜
見
直
し
を
し
て

ま
い
り
た
い
。

　
具
体
的
な
意
見
交
換

の
場
な
ど
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
調
整
を
図
ら
せ
て
い

た
だ
き
た
い
。
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第
３
回

災
害

救
助
に
関

す
る
実

務
検

討
会

に
お
け
る
意
見
に
対
す
る
回
答

６
．
そ
の

他

　
道

府
県

か
ら
の

理
解

を
得

ら
れ

て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
移
譲
あ
り
き

の
法

改
正

は
実
施

す
べ

き
で
な
く
、
丁

寧
で
慎
重
な
議
論
を
お
願
い
す
る
。

　
ま
た
、
道

府
県
に
お
い
て
は

、
委

任
方

式
に
よ
り
災
害
救
助
法
で
め
ざ
す
救

助
は

可
能

と
考
え
て
お
り
、
引

き
続

き
、
内

閣
府
か
ら
の
事
務
連
絡
に
て
、
事

務
委

任
に
関
す
る
事

前
の

取
り
決

め
を
行

う
な
ど
、
適
切
な
実
施
が
求
め
ら
れ

て
お
り
、
各

道
府
県

に
お
い
て
取

組
が

進
む
よ
う
働
き
か
け
を
行
っ
て
い
く
。

　
道
府
県
側
か
ら
出

さ
れ
た
疑
問
点
等
に
つ
い
て
は
、
し
っ
か
り
と
整
理
を
し
た

上
で
、
丁
寧
に
お
答

え
を
し
つ
つ
、
内
閣
府
案
に
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
、
引

き
続

き
努
力
し
て
ま
い
り
た
い
。

　
今
回
の
内
閣
府
案
は

地
域
の
実
情
に
お
い
て
採
り
う
る
選
択
肢
を
示
し
た
も

の
で
あ
り
、
現
行
の
事

務
委
任
制
度
と
は
あ
い
ま
っ
て
、
大
規
模
・
広
域
的
災

害
に
備
え
る
も
の

と
し
て
ご
提
案
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
に
ご
理
解
い
た
だ
き

た
い
。
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第４回災害救助に関する実務検討会の議論を踏まえた 

内閣府見解の補足 

 第４回災害救助に関する実務検討会で提示した「第３回災害救助に関

する実務検討会における意見に対する回答」をもとに、ご議論をしていただいた

ことを踏まえた内閣府見解の補足は以下の通りです。 

１ 東日本大震災と熊本地震で災害救助法上の支障事例は発生したの

か。 

← 何が事実であったかを確定させることは困難だが、市と県の間に認識

の齟齬があり、それに伴う事務的な混乱があった。 

① いわゆる支障事例の有無については、東日本大震災および熊本地震の

際の対応について、市と県双方の主張があり、何が事実であったかを確定

することは困難である。 

② 認識の齟齬やそれに基づく対応が生じるといった事務的な混乱があった。

こうした混乱は、大規模災害発生時に数多くの事務処理を迫られる中で、

被災者と直接向き合って事務を執行する指定都市と、財源を負担し責任

を有する道府県との間では今後とも容易に起こりうると考えられる。 

③ そこで、現行の「事務委任」に加えて、一つの選択肢として、大規模災害

時の被災者対応に万全を期すために、財政負担を含めて事務処理能力

があり、道府県としっかりと連携できる指定都市に対してであれば、権限を

移譲し、執行と責任を一致させることを提案したものである。 

（別添３）
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２ 権限移譲により、指揮命令系統が二元化するのではないか。 

← 移譲されるのは避難所や仮設住宅に係る事務であって、人命救助等の

府県の総合調整・司令塔機能は変わらない。 

① 今回の権限移譲に伴う法改正により、そもそもの都道府県の広域調整
権を規定している災害対策基本法第 4条は、何ら変更はない。 
同様に、災害対策基本法上規定されている都道府県の応急措置（第

70条）、都道府県知事の従事命令等（第 71条）、都道府県知事の
指示等（第 72 条）、都道府県知事による応急措置の代行（第 73
条）、都道府県知事等に対する応援の要求（第 74 条）、また自衛隊
法で定める都道府県知事等の災害派遣要請（第 83 条）についても何
ら変更はない。 

② 今回の権限移譲は、災害救助法に関する権限を対象としており、具体
的には、法定要件に基づく法適用判断、避難所の開設／環境整備、仮
設住宅の整備、借上げ仮設住宅の契約などの事務について、移譲された
指定都市が、都道府県の広域調整権の下に、自ら財源負担をしつつ、事
務を遂行できるようにするものであり、初動の人命救助等の都道府県の権
限行使に何ら変更はない。 

③ なお、災害救助法第 7条に規定する従事命令については、指定都市の

区域を越えるような大規模災害時に対応に関する権限行使に当たっては、

都道府県の広域調整に服することを明確にすることを予定しており、都道

府県の適切な資源配分権の枠内でのみに指定都市の市長は権限行使

できることとなる。 
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④ さらに、都道府県の広域調整権についての一般規定を災害救助法に新

たに明示するとともに、法改正後に策定する内閣総理大臣の指定基準に

おいても、都道府県に広域調整権があることを前提とした調整・連携体制

が確保できる場合にのみ権限移譲がされ得ることを明記することを予定して

いる。 

⑤ これらのことにより、ご懸念のように、権限移譲により、指揮命令系統が二

元化することはないと考えている。 

３ 権限移譲をされた指定都市が資源の先取りを行うために、都道府県の

資源配分権が侵されるのではないか。 

← 食料や住宅などの資源の調達・配分計画を道府県が策定し、指定都

市はその計画のもとで救助を実施する仕組みとする。 

① 災害対応に係る資源配分は都道府県が中心となって行う仕組みとなっ

ている（災害対策基本法第 86条の 16により、必要な物資また資材の

供給に関して、都道府県内について都道府県知事がとりまとめ、国の機

関に対し必要な措置を講ずるよう要請し、または求めること、もしくは、都

道府県知事が市町村の要請を待たないで必要な措置を講ずることができ

る（いわゆる「プッシュ型の物資等の供給」）こととされている。また、同法

第 86 条の 18 により、国の機関または都道府県知事は運送業者に災

害応急対策必要物資の運送を要請できることとされている。）。 

② 今回の権限移譲に伴う法改正により、これらの関係規定について、何ら

変更はなく、引き続き都道府県が資源配分を担うこととなる。 
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③ 権限移譲により、飲食料供給、仮設住宅の整備などの事務について、

移譲された指定都市が実施することになるが、あくまでも都道府県全体の

資源配分のもとで行うものである。 

④ そのことを担保するために、移譲された場合、道府県が食料や住宅など

の資源の調達・配分計画を策定し、指定都市はその計画の下で救助を

実施する仕組みとすることとする。 

⑤ また、実施に際しても、特別基準の協議を含め、道府県・指定都市・国

の三者が的確に情報共有し、県が総合的な調整を行えるよう協議の場

を設置することとする。 

⑥ 以上の仕組みについて「災害救助事務処理要領」等に明記するととも

に、都道府県の広域調整権については新たに災害救助法に明記する予

定としている。 

なお、法改正後に策定する内閣総理大臣の指定基準においても、都

道府県に広域調整権があることを前提とした調整・連携体制が確保でき

る場合にのみ権限移譲がされ得ることを明記する予定にしている。 

⑦ これらのことにより、ご懸念のように、権限移譲をされた指定都市が資源

の先取りを行うために、都道府県の資源配分権が侵されることはないと考

えている。 
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４ 権限移譲する場合は「同意」を前提とすべきではないか。 

← 実質的に同意が前提となっている。 

① 法改正後に策定する内閣総理大臣の指定基準において、都道府県に

広域調整権があることを前提とした調整・連携体制が確保できる場合にの

み権限移譲がされ得ることを明記する予定にしており、実質的には包括道

府県が権限移譲に「同意」することが前提となっている。 

５ 権限移譲の法改正後に救助基準の見直しを行うのか。 

← 引き続き、関係者と意見交換する場を設け、見直しを進めていく。 

① 「災害救助法に関する実務検討会」などを通じて寄せられた救助基準の

在り方についての問題提起に対しては、法改正後も、引き続き、関係者と

意見交換をし、議論を深め、必要があれば、適宜見直しをしてまいりたい。 

② 具体的な意見交換の場などについて、今後、ご相談して参りたい。
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